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ポ ー コ ック以 後 の ジ ェ ー ム ズ ・ハ リン トン研 究(2)

一 統治組識論と宗教性

竹 澤 祐 丈

1

皿

皿

は じ め に

ボー]ッ ク解釈の批判者た ち:ユ ー トピア主義 者,近 世共和 主義者

〔以上,第169巻3号)

ポーコ ック解釈の継承者たち:混 合政体論者,イ ングラン ド共和主義者

お わ り に

(以上,本 号)

III継 承 者 た ち.混 合 政 体 論 者,イ ン グ ラ ン ド共 和 主 義 者

ボ ー コ ック解 釈 の継 承 者 た ち は,そ の 視点 を ポ ー コ ック に負 い.なが ら,ポ ー

コ ックの 議 論 の枠 組 み を補 強 ・増 補 す る立 場 を基 本 的 に は取 って い る%し か

し,ハ リ ン トンの 思 想 にお ける 統 治 組織 論 と宗教 性 の特 異 な連 関 に関 す るボ ー

コ ック自 身の 説 明 一 〈世 俗 的 に表 明 さ れ た宗 教 性 〉 は議 論 の 前提 とさ れ

なが ら も,継 承 者 の議 論 は,自 覚 的 あ る い は無 自覚 的 に,ポ ー コ ック ・テー ゼ

に対 す る 一定 の留 保 や 離 脱 を示 す解 釈 を も含 ん で い る。 興 味 深 い こ とに,く 世

1)現 代 政 治 理 麹 的 関心 か ら の ハ リ ン トン研 究 に は ,例 え ば,的 射 場 敬 一,「 ハ リ ン トンの 共 和 主

義 思 想(1)」.「 早 稲 円 政 治 公 法研 究』,9号.19呂U年,25-35ペ ー シ;1司 ,「 ハ リン トンの 「土 地

所 有 一 権 力」 論 」.「 早 稲 田政 治公 法 研 究」,10号,1981年,93-104ペ ー ジ;同 .「 ハ リン.ト ンの 国

家 形 態 論 」.1早 稲 田政 治 公 法 研 究』、12号 、19聡 年,塀7-205ペ ー ジ;同 ,「 ハ リ ン トンの 共 和t

義 思 想 」,渋 谷 浩編,「 啓 蒙 政 治 思想 の形 成』,成 文 堂,.1.%4年,105-137ペ ー ジ;同,「 ハ リ ン ト

ンの イ ス ラエ ル共 和 国論il)」 ,『.早.稲 田 政治 公 法 研 究 』,23号.1987年,67-94ペ ー ジ;同.「 ハ

リ ン トン 国家 形 態 と歴 史一1.藤 原 保 信 ・飯 島 昇 蔵 編 ,「 西 洋政 治 思 想 史 〔1)1.新 評 論,

ユ995年.240-255ペ ー ジ,同.「 『革 命 』 と して の 内乱 一 八 リ ン トンの イ ギ リス 史 へ の視 座

(1).〔2)⊥ 「政 経 論叢(国 士 館 ガ 』,102.号.,」997年,27-57ペ ー ジ;103.9. ,1998年,61一 呂2
ペ ー シ,な どが あ る.
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俗 的 に 表 明 さ れ た 宗 教 性 〉 と い う ポ ー コ7ク の 概 念 化 を 支 え て い る 「時 間 認

識 」 に 拘 る 議 論 や,〈 継 承 〉 と く断 絶 〉 の 両 側 面 を 持 っ た マ キ ャ ヴ ェ ッ リ ア

ン ・モ ー メ ン ト に 関 す る 議 論 は,継 承 者 に お い て 重 要 な 位 置 を 占 め て い な い 、,

そ こ で,継 承 者 の 議 論 が,前 節 で 分 析 した ポ ー コ ッ ケ解 釈 へ の 批 判 に ど の よ う

に 答 え て い る の か に 注 目 し な が ら,マ ー ク ・ ゴ ー ル デ ィ(MarkGoldie),

ジ ェ ー ム ズ ・コ ッ ト ン(JamesCotton,福 田 有 広.そ し て ブ レ ア 」 ・ウ ォー

デ ン(BlairWorden)の 議 論 を 順 に 見 て み た い 。

ゴー ル デ ィは,宗 教 改 革 の 理 念 が ハ リ ン ト ンの 統 治 組 織 論 に と っ て 重 要 で あ

る こ と を 指 摘 し な が ら,そ の 世 俗 姓 と宗 教 性 と の 特 異 な 連 関 に 焦 点 を 当 て る 」B.

つ ま り 基 本 的 な 議 論 の 枠 組 み は,『 マ キ ャ ヴ ェ ッ リ ア ン ・モ ー メ ン ト』 で 示 さ

れ た ポ ー コ ッ ク の 解 釈 を,ヨ ー ロ ッ パ 政 治 思 想 に お け る 「市 民 宗 教civil

religion」 の 歴 史 的 意 義 と 関 連 付 け な が ら敷 延 す る も の で あ る.そ の こ と は ま

た,ハ リ ン ト ン 研 究 史 上 の 問 題 点 を 取 り除 く こ と を も 意 味 し て い る 。 ブ ー ル

デ ィ に よ れ ば,「 ハIJン ト ン が 人 文 的 共 和 主 義 と 織 りあ わ せ た 市 民 神 学the

civiltheologyを ボ ー コ ッ ク が 発 掘 した に も か か わ ら ず,精 力 的 に 古 典 化 さ れ

た ハ リ ン ト ン の 徹 底 的 な マ キ ャベ ッ リ主 義 は,キ リ ス ト教 的 摂 理 主 義 と は 著 し

く 異 な る 政 治 的 理 解 の 様 式 と して 一.・般 に は 理 解 され て き た 。」3…

ゴ ー ル デ ィは,ハ リ ン ト ン の マ キ ャ ヴ ェ ッ リ主 義 を キ リ ス ト教 的 摂 理 主 義 と

対 立 す る と く誤 解 〉 し て い る 解 釈 の 一 例 と して,デ ー ヴ ィ ス の 議 論 を 挙 げ て い

る4}、,し か し既 に 見 た よ う に,デ ー ヴ ィ ス の ポ ー コ ッ ク批 判 に 対 す る 上 記 の よ

う な 理 解 は 不 正 確 で あ る 。 デ ー ヴ ィ ス は,宗 教 改 革 者 的 側 面 を持 っ た 思 想 家 の

な か で,な ぜ ハ リ ン トン だ け が 理 想 的 な 統 治 組 織 の 詳 細 な プ ラ ン に そ の議 論 を

収 斂 さ せ て い た の か と い う疑 問 に ポ ー コ ッ ク ぽ 積 極 的 に 答 え て い な い こ と を 批

判 し た の で あ っ て,ゴ ー ル デ ィ が 不 正 確 に 要 約 し た よ う に 世 俗 性 を 宗 教 性 と対

2)MarkGoldiε,'Thecivilveh,nv〔)[bmeb日arril瑠tQn「.mAnthonyPagdened..TheIan.

罫`α蟹∫ヅ 勘!f ω々,T,断り酬 ～〃加,か.躍 ρ4召,・ηκ醒,ηρrぞ(⊂ambridgビ、1987>,p.199.

3)f占 ゴ`え.P.⑳3、

4〕'西'd,n.14、
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立 的 に把 握 して い た ので は な い5〕。 加 え て,ハ リ ン トン に お け る世 俗 性 と宗 教

性 の連 関 の特 徴 は,同 時代 の共 和 主 義:者 との あ る種 の 対 賦 性 を 示 して い るに も

か か わ らず,ポ ー コ ックの 解釈 は この こ とを充 分 に説 明 してい ない とい うの が ,

デ ー ヴ ィスの 批 判 で あ った,,

ゴ ー ル デ ィに よ る不 適切 な デ ー ヴ ィ ス批 判 は,そ の 議 論 が,ネ ヴ ィル を除 い

てハ リ ン トン と同 時代 共和 主義 者 との比 較 作 業 を 欠 如 させ て い る こ とに 起 因 し

てい る。 ゴー ルデ ィが ヘ ー ゲ ル か ら援 川 した 「市 民 宗 教 」 的 思 考 の 形成 期 と し

て17世 紀 中葉 の イ ン グ ラ ン.ドを解 釈 す る是 非 を直 接 問 わ な い と して も,よ き市

民 た る こ と に関す る価 値体 系 と して の 「市 民 宗 教 」 の 体 現 者 で あ る こ と と,統

治組 織 の 詳細 な プ ラ ンに議 論 を集 中 させ る こ と と は同 じで は な い 。 そ して宗 教

戦争 と して の イ ン グ ラ ン ド革 命 期 の 共 和 主 義 者 た ちは,程 度 の 差 こそ あ れ,押

し並 べ て,「 市 民 宗 教 」 的 価 値 観 を生 み 出 す の に寄 与 した と後 世 か ら解 釈 し得

る要 素 を持 って い る.ま して王 政 復 古 を 分 岐 点 と して 宗教 を取 り巻 く状 況が 劇

的 に 変化 を遂 げ る こ とを踏 まえ るな らば,同 時代 の 共 和主 義者 との比 較 を欠 い

た ゴー ル デ ィの ハ リ ン1・ン解釈 は,遡 及 的 議 論 とい う色 彩 を払 拭 で きな い61。

した が って ゴ ー ル デ ィの議 論 は,統 治 組 織論 と宗 教性 の特 異 な連 関 の分 析 が ハ

リ ン トンの思 想 を理 解 す る上 で 不.rl∫欠 で あ る とい う重 要 な指 摘 を してい る に も

かか わ らず,ポ ー コ ック批 判 者 に応 え て い る とは 言 え な い.

コ ッ トンは,ハ リ ン トン自身 の 諸 著作 の意 義 を ,第 一 に,政 治思 想 史 の 文 脈

(context)一 と りわ け ア リス トテ レス,マ キ ャ ヴLッIJ,ホ ッブ ス との 比 較

一 にお いて
,第 二 に,ハ リン トンの 同 時代 の刊 行 物 に示 され た様 々な 反 応 と

い う文 脈 に お い て 分 析 を試 み るη。 位 相 の 異 な る二 つ の 文 脈 を設 定 した 理 由 を

5)本 稿 第11節 を 参 照 せ よ 、.

6)例 え ば,JohnSpurr、 踊8R6560溜 ～ωrCん ∠`πhθ ゾ 島lg伽41β49-1689(NewHare.
,1941)、c卜.

1;IsabelRiven.Ream,,Grロ 砿 に',4∫ 召鴻 耀7μ ♂糞 溜 ㊨ げ じたゴr'αレ卍π襯 κピ ρノ.P齋g廟 αη4f`ゐ205

'η め 碓 義η・に1660-17融v・1.1(C:…h・idge,1991)NeilLetしi【 ・ga ,℃ …n・nヒTh・ ・log}・'fumed

Up5ide「)own=H㎝ryHammondandC己rl,lineAnglicanMoralism二1643-1660' ,5ぼ'8θ,肋(},,一

価yJ側 研 以 別(1993),55:モー669を 参 照 せ よ 、

7)JamesC飢ton ,」 α〃'ε∫Hα η.ごηgrθπ:写ρo∠ぬ`配 置ゐOrぞ9ノ,t,,ditsごo雇8泌'(N磨wYζ)rk,1991),P.29.
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コ ッ トンは次 の よ う に説 明 す る。 文脈 を重 視 す る方 法 論 を共 に唱 え なが ら も,

「特 定 の[思 想 の]継 続 性 の 中で の 革 新 と変 化 を 強 調 す る」 ポー コ ッ ク と.

「最 も身近 な環 境 に テ ク ス トを拘 束 さ せ る」 ス キ ナー との 両 者 を併 用 す る こ と

が,政 治思 想 史 上 の著 作 を理 解 す る上 で不 可 欠 だか らで あ る亀、

まず コ ッ トンは,ハ リ ン ト ンの 共和 キ義 が基 本的 に 「古 典 的 」性 格 を持 つ こ.

と を指 摘 す る。 それ は,彼 の 主 著 『オ シ アナ共 和 国』 が,ア リス トテ レス的 な

「統 治 組 織polity」 論 で あ る こ ど},そ して 「よ り多 くの ジェ ン トリ」 とい う

選 良 を著 作 の 読 者 に 想 定 す る こ と に よ る…%ま た ハ リ ン トンが 政体 の 「永続 性

immortality」 を主 張 す る こ と に もそ の 「古 典 的性 格 」 が 現 れ て い る.も っ と

も,コ フ トンに よれ ば,こ の 「永 続1生」 を ハ リ ン トンが確 実 視 した こ と は,単

に そ の蓋 然 性 を主 張 した 古 典 古代 の 思 想 家 とニ ュア ンスが 異 な る こ と も事 実 で

あ り,そ の解 釈 の変 容 は,マ キ ャ ヴ ェ フリや ホ ッブ ズ を ハ リ ン トンが 意 識 して

い た こ とに関 係 が あ る⊥⊥㌧,つ ま りコ ッ トン は,マ キ ャ ヴ ェ ッ リや ホ ッブ ズか ら

様 々な 影響 を受 け な が ら も,ハ リ ン ト ンが 古 典 的 性 格 を 保 持 した 証 左 と し て

「永続 性 」 の確 信 を解 釈 す るの で あ る監,

この 「永続 性 」 の指 向 は,マ キ ャヴ ェ ッ リに と って は 「虚 しい試 み 」 で あ り,

「可 死 の神immortalGod]と して 政 体 を描 くホ.ソブ ズの 視 角 と も相 容 れ な い 、.

こ れ に 対 し て,ハ リ ン ト ンは,「 官 職 輪 番 制therotationoftheく)mces」 と

「土 地 基 本 法AgrarianLaw」 とに よ っ て 「永 続性 」 を確 保 す る こ とが 可 能 で

あ る と考 え る戦,さ ら にハ リン トンの この 主 張 は,コ ッ トンに よれ ば,宗 教 性

に 関す る ホ ッブ ズ と の重 要 な相 違 に 出 来す る肌 、そ れ は,ハ リ ン トンの宗 教 性

8)'占'記,P.40.

9,ゴ 西～副,P.43、

10),bid.,PP.灘 一64.

11)ibid.PP、 劇一69、.

IZ)こ の点 に お い て,コ ッ トン⑳ 解 釈 は.デ ー ヴ ィ ス,ス コ ッ ト,そ して レイ の よ う に,マ キ ャ

ヴ ェ,,や ホ ァブズ を 分岐 点 と して共 和 主 義 を 「近 世 」 と 「古 典 的」 と に 分 け た上 で の ハ リ ン ト

ン解 釈 とは 異 な る畠

13%ibid..P.溺.

id十d.,PP.94-104.
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が,「 公 的 なpublic,シ ヴ ィ ック なcivic」 性 格 を 持 つ の に 対 して
,ホ ソブズ の

そ れ は.「 個 人 的private」 で あ る点 で あ る励。 つ ま り,前 者 は,人 間 の 行為 を

「共 通 の権 利 と神 の 声 」 を重視 す る よ うに積 極 的 に方 向 づ け るの に対 して ,後

者 は,消 極 的 に,つ ま り特 定 の 行 為 を 禁 止 す る こ と に よ って しか 方 向 づ け な

い1駄 結 果 と して ,ハ リ ン トンの理 論 に お い て は,「 永 続 性 」 の確 保 が 統 治 の

上部 構造 の設 計 とい う人 間 の積 極 的 行 為 によ って 成 し遂 げ られ る こ とに な る1『}
。

以 上 の 「政 治思 想 史」 的 分 析 を踏 ま え て,コ ッ トンは ,「 永 続 性 」 の 確信 を

支 え るハ リ ン トンの 「シヴ ィ ックな 」 宗 教性 の存 在 が 同時 代 人 の反 応 に よ って

裏 書 きさ れ る と解 釈 す る1㍉ ヴ ェイ ン とハ リ ン トン との主 要 な 論 点 は ,コ ァ ト

ンに よれ ば,「 聖 徒 の 独 裁 」 を 認 め るか 否 か とい う単 純 な 問 題 で ぱ な く
,前 者

が 「共 通 の権 利 と神 の 声」 を重 視 す る よ うな 人間 を形 成 す る過 渡 的 手段 と して

統 治 機 構 を位 置 づ ける の に対 して,後 者 は,そ れ を必 要 十 分 条 件 で あ る とす る

点 に あ る1㌔ ま た バ ク ス ター,ロ ー ジ ャー ズ、 ヘ ン リ ・ス.タ ッ プ(Henry

Stubbe,1632-1676)の ハ リ ン トン批 判 もま た ,「 シヴ ィ ックな宗 教 と個 人的 な

そ れ 」 との対 立 で あ っ た謝。

コ ッ トンは ,ハ リン トン の宗 教性 を同 時代 の 「個 人 的 な」 宗 教 性 と対 置 す る

こと に よ って.そ の思 想 に おげ る統 治組 織 論 と宗 教 性 の特 異 な 連 関 の 一 端 を 明

らか に した,し.か しそ の議 論 は,ポ ー コ ック批 判 者 の 議 論 が 現 れ る前 に 形成 さ

れ た こ とか ら三i},その特 異 な連 関 を体 系 的 に論 ず るに は 至 って い ない 。

福 田は,ポ ー コ ・クの シ ヴ ィ ・ク 叱 ユー マ ニ ズム概 念 の構 成 要素 の一.つで

15)'所 記,P.且12 .

16)fδ`ゴ=,PP.112..118.

17)r西r`孟,P.1'_4.

18)ご み正ぜ.P、219.

19)伽 鳳pp.160-166.別 稿 の ポ ー コ ッ クの 議 論 や .今 井 宏,『 イ ギ リス 革 命 の 政 治過 程」.未 来 社,
19別 年,第6章,も 参照 せ よ.

2⑪)ガLid,P.219.

21)本 稿 で取 り上 げ た コ7・ トンの著 作 は ,1991年 に公1:」され るが,そ の1[序 文 」 が 示 す よ うに,基

礎 とな った博 士 論文(1978年 ♪ 以 降 の 研 究 動 向 は踏 ま えて い な い 、
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あ る,ア リス トテ レス に始 ま る混合 政体 に関 す る古 典 的 理論 を 分 析視 角 と して

取 り出 じ=島1.ハ リ ン トンの思 想 を,内 乱 期 の政 体 論 の二 つ の系 譜一 一 国王 大 権

と臣 民 の 自 由 との 問 の均 衡 と説 くフ ォー テ ス キ ュ的 議 論 と.「 統 治 機 構 内 の 機

能 分 化functionaldivisionlと 「平 時 に お け'る国 内 の 安 定internalstabilityin

peacetime」 とを そ の核 心 とす る ポ リビ ュオ ス的議 謝'一 を 意識 しな が ら,

ホ フブ ズ との 理論 的 共有 と齪.臨 とを体 系 的 に把 握 し,ハ リ ン トンの 混 合 政 体 論

thetheoryofmix(:dgovernmentの 特 質 を明 らか に す る こ とを 試 み る.,福 田 に

よれ ば.ポ リ ビ ュオ ス的 均 衡 論 を採 用 しな が ら,ハ リン トンは,「 混 合 政 体 に

関す る古 典 理 論 を絶 対 主 権論 に融 合 」 させ た ので あ る蝕。

<獲 得 に よ る コモ ン ウ ェ,レスcommonwealthbyacquisition>と い う ホ ッブ

ズ の概 念 を 共有 しな が ら も,内 乱 の 勝 利 者=ラ ン プ議 会 を 「共 通 の権 力the

co㎜ 。npower」 の保 儲 と同 定 す る ホ ップ ズの結 論 に ハ リ ン トンが購 を唱

え た こ とに,福 田は そ の 独 創 催 を 見 る呂%つ ま りハ リ ン トンは,ラ ン プ議 会 を.

内 乱 の 勝 利 者 と は認 め る もの の,1共 通 の 権 力 」 の 担 い 手 で は な い と見 なす 。

なぜ な ら 「共 通 の権 力 」 の保 持 着 た る圧 倒 的 に強 大 な 軍事 力保 有 者 は.上 地 所

有 の平 準 化 が 進 んだ 工7世紀 イ ング ラ ン ドに おい て は 存在 しな い か らで あ る 。 そ

こ で,福 田 に よれ ば,統 治 に充 分 な軍 事 方 の存 在 を(ホ7ブ ズ の よ う に)前 提

と しな いで 安 定 した 統 治 を実現 す るた め の方 策 を提 示 した の が ハ リン トンな の

で あ るユ%

22,ArihiroFukuda,楠 η8肥ゴκ峨yぼ 肌'晒c8℃ 醐 とノ,Hα ρ.渤μ ρπ.'拓 肋 噺 απ4Mゴ 駕4G伍 劉・p～〃16ηff,卍

'ゐ`E'厘9'酌たG.誼 〔 兀勉降(Oxford,1997),P.s.

23}`δ ご罎.NN.B-29.

睾4;f西 ゴ♂,P.vii.

%),bid-yp.6.68-72.ま た,福 田 有 広,「 歴 史 のr[1の 「ユ ー ト ピア1一 マ シ ュ ウ ・レ ンの ハ リ

ン ト ン批 判 につ い 『⊂一 」,佐 々 木 毅 編,『 自 由 と 自 由主 義一 そ の 政 治 思 想 的 諸 相一 』.東 京

大 学 出 版 会,1995年,97-122ペ ー ジ も参 照 せ よ、,

また.内 乱 と ハ リ ン トンの 思想 との 関 係 に つ い て,鈴 木 朝 生,「 内 戦 の 歴 史 と歴 更 の 内 戦一

1..七世 紀 イ ン グ ラ ン ドの 場 合 」,『 年 報 政 治学 』,2000.15-38ベ ー ジ.特 に32-35ベ ー ジ、

も参 照せ よ=.,そ こで 示 さ れ た 鈴 木 の ハ リ ン トン解 釈 は,言 及 が な い が,既 に発 表 さ れ て い る 福 田

の.それ と重 な る部 分 が.多 い.」

26)Fukudd.50τ 曜F窃g7暖y`r〃dtheS.nrrdpp.72.89-90.
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この ハ リ ン トンの主 張 は,福 田に よれ ば.次 の様 な ホ ッブ ズ理 論 の 読 み 替 え

に よ って 支 え られ て い る。 ハ リ ン トンは,「 恐 れfear」 が 人 々 を主 権 的 権 力 へ

の服 従 に 駆 立 て る とい う ホ ッブ ズの 見 解 を受 け 入 れ な が ら も,「 恐 れ 」 を 生 み

出す 原 因 に注 目す るz㍉ それ が,「 必 要 性necessity」 で あ る。 つ ま り,ハ リ ン

トン によ れ ば,「 人 間 の服 従 は 恐 れ とい う脅 迫 は もち ろ ん の こ と必 要 性 を 満 た

す こ とに よ って 保 証 され 得 るの で あ る 、,」』1しか 毛,福 田 に よれ ば ,ハ1)ン トン

は,ホ ッブ ズ 的 な 「服 従obedience」 の 意 味 自体 に も変 更 を加 え る。 つ ま り,

「ハ リ ン1・ン に と って 服 従 とは,平 等 の状 態 にお い て は,.命 令 に よる服 従 を意

味 しない ・・… 一」2㌔ 圧 倒 的 な軍 事 力 の主 体 が存 在 しな い平 等 の 状 態 に お い て は,

「服 従 」 とは 自主 的 な選 択 行 為 の結 果 なの で あ る。 次 に,そ の 選択 行 為 の基 準

を何.に置 くか が 問題 と な る。 そ れ は,服 従 の源 泉 と して の 「利 益interest」 で

あ る5P脚。 「共 通 の利 益thecommoninterest」 が 確 保 さ れれ ば,誰 一 人 と して主

権 的 権 力 に抵 抗 を試 み る こ とは ない 。 よ り強 大 な 強 制 力 を提 示 す る こ とは不 ロr

能 に 思 わ れ た ので,そ の 代 わ りに.福 田 に よ れ ば,ハ リン トンは,「 共 通 の 利

益 」 で あ る 「安 寧 と秩 序pea〔eandorder」 を確 保 す るた め に必 要 な 「国 制 上

の 取 り決 めconstitutionalarrangements」 に そ の 議 論 の 焦 点 を合 わ せ た の で

あ った。 福 田 に よ る以 上 の分 析 視 角 は,ハ リ ン トンの宗 教 性 を論 ず る際 に も適

用 され.そ の議 論 の方 向 性 を規 定 す る と同時 に,そ の解 釈 上 の問題 点 を も生 み

出す こ とに な る。

福 田 に よれ ば,ハ リ ン トンの 宗 教 性 もまた,「 キ リス ト教 的 信 仰Christian-

ityに 関 す る ホ ソブ ズ の解 釈 を 大 部 分 受 け入 れ 」 て い る3n。 しか し,ホ ッブ ズ

に お い て 「良心 ・・n・d…e」 の概 念 が 「政 治 的 服 従1、。li・i,al。h。di。。。e」と

「個 人 的 な信 仰privatefaith」 との 二 領 域 に属 しなが ら も両 者 を分 別 し得 る と

言7}ゴ6'4,P.75、

28)酌 叱孟,P.78.

29)'δ 認.P.93.

3①'ゐ 雌

31)'占 畝,P.ユ46.
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す るの に対 して,ハ リ ン トンは,「 政 治 的服 従 の領 域 」 に お け る 「良心 」 の 概

念 を 「利 益 」 と同定 す る謝。 結 果 と して,福 田 に よれ ば,ハ リ ン トンは 「利 益

は服 従 の領 域 に属 し,良 心 は 個 人 的 な信 仰 の領 域 のみ に属 す る」 と説 明 す る こ

とが で きた3㌔ 以 上 の よ う に して,宗 教 性 の議 論 も また,「 共 通 の 利 益 」 の 確

保 を 目指 す 統 治 組 織 論 に吸 収 さ れ て い き,宗 教 的寛 容 の主 張 も,圧 倒 的 な軍 事

的主 体 一安 定 的 な統 治 の 担 い 手 の 存在 しな い平 等 の状 態 に おい て は,自 主 的 な

「服従 」 を調 達 す るた め に 「必 要 不 可 欠 」 な課 題 で あ った と福 田 は結 論 づ け る.

福Flは,一 方で(世 俗 的 に表 明 され た 宗 教性 〉 とい うポ ー コ ック の概 念 に 全

面 的 に依 拠 す る こ と によ って,「 混 合 政 体 に 関 す る古 典 的 な理 念」 を追 求 す る

制 度 主義 者 と して ハ リ ン トン を描 くこ とが で き,そ の結 果 と して そ の思 想 の一

側 面 を 明快 に分 析 す る こ とに成 功 した3㌔ つ ま り,福 田 は,ハ リ ン トンの統 治

組 織 論 の 特徴 を 明確 に理 解 す る こ とに関 して,ポ ー コ ックの議 論 の く難 解 さ〉

を取 り除 い た と 言え よ う。

しか し他 方 で,こ の 福 田 の 議 論 の く明 快 さ〉 は,ポ ー コ ックの 複 雑 な議 論

批 判 者 に従 うな らば,そ の曖 昧 さ が 享 受 して い た解 釈 上 の利 点,そ れ

は 制度 的 取 り決 め と人 間 の 自律 性 の確 保 と の 問 に架 橋 す る こ と,換 言 す れ ば ハ

リ ン トンの 思 想 にお ける統 治組織 論 と宗 教 性 の特 異 な 連 関 を把 握 す る こ と,を

放 棄 す る こ と.を意 味 す る 。結 果 と して,福 田 の議 論 は,ハ リ ン ト ンの 「近 世 共

和 主 義 」的 性 格 を強 調 す るス コ ッ トや レイ に よ る ボー コ ック批 判 に対 して 十 分

に 答 え てい な い軌 つ ま り,.「ハ リ ン トンが どの よ う な意 味 で 『共 和 主 義j者

32)韻 証

33,,hid

34>ibid、P.呂.

$5)し た が フて、「共 和 主 義 的 であ る とい う通 常 の含 意 に照 ら して,如 何 な る 意 味 に おい て、才 シ アナ

の市 民 た ち が 公 共 梢神 に 依 拠 し有 徳 の値 入で あ る と認 識 し得 る の か 」,つ ま り,ハ リ ン トンが 如 何

な る 意 味 て 古 典 的 共 和 主 義 者 で あ る のか とい う疑 問 に も答 え て い な い とい う批 判 を招 く(Gkllll

Burgess,'Re,ew.,tide'.P.Hi`【 〃r8,z'`己7y紐 ∫'ひ瑞 ユ8(1999),p.213、Lま た 同 様 の 疑 問 を 含 む 二

つ の 書 評DehOfahBaumgold,L12eviewarticle.',A`6'o'置 、31(19四),94-Ya;JonathanScott,』Rヒ.

viewarticle',English.H虚oノ.加`尺8て 調':ε側,115(2000)、660-662も 参 照 せ よc

な お 全 二 者 に つ い て は,福 田有 広 氏 御 本 人 か ら ご教 示 を頂 い 紅
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で あ り.
.そ れ が ど の よ うな 『共 和 主 義 』 な の か,と い う問 題 は … … と りあ げ 」

られ て い な い か ら で あ る園。 ま た,福 田 の ハ リ ン ト ン解 釈 は ,ホ ッ プ.ズ と の 理

論 的 異 同 を 中 心 に 論 じ ら れ る た め,17世 紀.イ ン グ ラ ン ドに お け る 世 俗 性 と 宗 教

性 に 関 す る 多 様 な 結 び つ き を 踏 ま え た デ ー ヴ ィ ス に よ る ポ ー コ ッ ク批 判 に も答

え て い な い3㌔

こ れ ら の 批 判 を 踏 ま え て,ポ ー コ ック の 議 論 が 享 受 し て い た 解 釈 上 の 利 点 で

あ る 、 ハ リ ン ト ン の 思 想 に お け る.制 度 的 な 取 り決 め と.人 間 自 身 の 自律 性 の 確 保

と の 連 関 を 明 ら か に す る 視 角 を 継 承 し,両 者 に 再 架 橋 を 試 み る 一 そ れ は 同 時

に ハ リ ン ト ン の 統 治 組 織 論 と 宗 教 性 の 関 係 を 統一..約 に 分 析 す る こ と で も あ る

一 の は
,ウ ォ ー デ ン に よ っ て 行 わ れ る 。

ウ ォー デ ン は,古 典 的 共 和 主 義 に 関 す る 諸 論 考 に お い て ,17世 紀 イ ン グ ラ ン

ド共 和 主 義 の 全 体 像 を 把 握 す る た め に 嫁,政 治 認 識 と宗 教 性 と の 特 異 な 関 係 を

分 析 す る こ と が 不 同1欠 で あ る こ と を 一 貫 し て 主 張 して き た 。 別 ゐ 観 点 か ら言 え

ば.ウ ォ ー デzの 問 い か け は,ピ ュ ー リ タ ン.革命 と い う 同 時 代 的 事 件 と.イ ン グ

ラ ン ド共 和 主 義 と の 関 係 を 常 に 意 識 し て い た と い う こ と が 出 来 る 。 つ ま り ,

ウ ォー デ ン に よ れ ば,「 ピ ュ ー リ タ ン支 配 が[イ ン グ ラ ン ドの ユ 共 和 主 義 を 生

み 出 し た の で あ る 。」罰 し た が っ て,17世 紀 イ ン グ ラ ン ド共 和 主 義 の 全 体 像 を 把

握 す る た め の ウ ォ ー デ ン の 課 題 は,ど の よ う に して ピ ュ ー リ タ ン の 政 治 的 宗 教

的 主 張 か ら共 和 主 義 者 の 独 創 性 を分 別 す るか の と い う こ と に な る 、,

ウ ォ ー デ ン は ま ず.共 和 主 義 者 と ビ ュ ー1汐 ン の 共 通 点 を ,「 贅 沢 と 怠 惰 に

対 す る 嫌 悪 」,「 黙 示 録 的 動 機theapocalypticmomentsI,「 宗 教 的 独 立[の ‡

張]」 に 見 る τ肱 こ れ に 対 し て 相 違 点 は,合 理 主 義 的(≠ 無 神 論 的)な 共 和 主

36}福 田有広.「 ジェームズ ・ハリン トンの(equality)」 ,『 創文」,304,,',19ベ ージ.
37)「*:gttimmortality,」 の 強調 が 『オ シ ア ナ』 のみ に存在 ず る ので ぞ の分 析 を除 外 した

〔Fukudd,30【 ・6解fg峨y召pκ々ん85脚σ嵐pp .】59-161)と して も,依 然 と して,デ ー ヴィ スのハ11
ン トン批判に充分 に応 えてい るとは思われ ない.、.詳細は,本 稿第U節 を参照せよ.

謝BI・i・W・ ・d・n-M・ ・ch・m…N・dh・m・ ・ndtheli・ginsユi曜 ・(EnglishRepublicanism ,
1649-1656',inDavidW【cottoned. ,R砂'め1ぬ 躍～5ηぱ、々 ゐ碗y,ρ雇 α'〃'耀π∫`e(Sodomy,1649一 ∫7%』

(Stanford,159a),p、45.

39).'う'己,P.47.
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義 者 の 主 張 一 人 間 の理 性 的 な力 の強 調 と,「 聖 職 者 中心 主義clericalism.偏

狭 さ,そ して 聖 書 中 心 主 義theologicalhege皿ony」 へ の 批 判一 で あ る`o;。つ

ま り,「 政 治 ・歴 史哲 学 に お け る合 理 主 義 者 で あ る古 典 的 共 和 主 義 者 た ち は,

宗教 に お い て も合 理 主 義 者 で あ った の で あ る。政 治 に おい て,彼 らは,神 授 権

divinerightや 世 襲 君 主 政 の神 秘 性 が うわ べ だ け に過 ぎな い こ とを暴 露 す る こ

と を 目指 し,宗 教 に お い て は,三 位 一 体 の教 義 の神 秘 性 に異 議 を唱 え たの で

あ った 。」1P加 え て共 和 主 義 者 た ち は,「 カ.ルヴ ァン主 義 者 の 予定 説 」,「宗 教 上

の 非 寛 容,聖 職 者 に よる 政 治 的 ・知 的 な 選 良 と して の 自負pretensionに も異

を唱 えた の で あ る。」017世 紀 イ ング ラ ン ドの共和 主義 者 に 固有 の これ らの特 徴

は,一 見,か れ らの 非宗 教 性,無 神 論 的性 格 を裏 書 き して い る よ う に も見 え る。

とこ ろが 実 際 は 逆 で あ って,こ の非 宗 教 的 に見 え る彼 らの主 張 は,ピ ュー リ

タニ ズ ム と は別 種 の 宗 教 的確 信 に 裏付 け られ た 主 張 なの で あ る。 つ ま り,「 か

れ ら[共 和 主 義 者]の 聖 職者 へ の批 判 は,聖 職 者 が 宗 教[的 要 素1を よ り重 視

したか らな ので は な く,悪 用 した こ とに 向 け られ てい た。 共 和 主 義 者 に と って.

政 治 とは崇 高 な宗 教 活 動 な の で あ る。」周 と くに ハ リ ン トンの場 合,ウ ォー デ ン

に よれ ば,「 神 は 彼 の 思 想 の 源 泉 で あ り,歴.史 の動 き と い う もの は神 の恩 恵

pr・videnceに よ って 導 か れ て い る と[ハ リ ン トン1よ]信 じて いた 。 と ころ が,

神 は,代 理 的 な 仲 介 手 段thesewn(laryagencies.つ ま り神 自 身 が 『創 造 し

た』 『人 間 の 深 慮h.1.1.manpru由nce』 を とお して働 きか け るの で あ る。」`1`Dこの

能 力 を 用 い て,人 間 は,完 全 か つ 永 続 的 な共 和 国 を設 立す る よ うに 努力 す る こ

4ω1わ 献

11〕B【airWΩrden,℃Ld距ic己1RepubLical】isma層 ユdth巳fur正tanRI面Qn「,mHughLloyd.Jones,

Vo且BriePearl,&目 近ai■Wordonod3.,H∴r知 り♪πη4Zηzo6「'π4た`川;五 膳召}∫'7rみ り戸星σ星〃.》.H.1～.
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42)'西 ～`乙
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R中 τめ1ノ`α π'5、〃.Liberty、 翻 ゴGoη 湖 θτ'α♂5㏄ 廓 ン,p.呂4.以 下 も 参 照 せ よ 、BlairWorden.Har・

ringt【 川 』50ce≡ ∬旧=OriginsandAft,エ.【nath,五651-1660',and」Repub量icani響mand山 留Re5覧o■.ti...

166〔}一1683',bod}in'う'`孟,PP.Ill-138,andpp.夏39一 】93.
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とを義 務 づ け られ てい たpつ ま り,「 ハ リ ン トンが宗 教 に期待 し.たこ とは,人

間 を聖 徒 畑 田sに す る こ とで ばな く,市 民citizensに す る こ と.」で あ り句,ま

た 「完 全 な 統 治 を 達 成 す る こ とは,神 に よ って 市 民 に付 与 さ れ た 本性 を発 揮 す

る こ と」 で も あ っ だ5;。 そ.して,「 市 民 ≡ 自由 土 地 保 有 者 が 世 俗 的 な 自己 実 現

thesecularself-fulfilmentofcitizen.freeholders)へ 至 る経 路 は,.同 時 に,「 堕

落theFallか らの 回復 」 の経 路 で もあ った斜。以 上 を 踏 ま え て,ウ ォ」 デ ンは,

共 和 主 義 者 と ピ ュー リ タ ンと の 関 係 を 次 の よ うに 結 論 づ け る。 「共 和 主 義 と

ピュー リ タニ ズ ムの 道徳 的 な論 調 が 類 似 してい るか ら とい って ,神 学 上 の類 似

点 が 多 い わ け で は な い 。 … …政 治 と同様 に宗 教 にお け る偶 像 崇 拝 の反 対 者 と し

て,[ハ リ ン トン を含 む]共 和 主義 者 た ちは,人 間の 理 性 を通 して,教 義 上 の

神 秘性 が無 内容 で あ る とい うこ とを暴 露 し.よう と して い た の で あ った。」捌

ウ ォー デ ンの議 論 は.ハ リ ン トンの思 想 全 体 を理 解 す るた め に,人 間観 と制

度 主義 的指 向 とを 関連 付 け て説 明 す る必 要 性 を 明 確 に意識 しな が ら,ハ リ ン1・

ンを.同 時代 の思 想 的,歴 史的 文 脈 細 と関 連 付 け る こ とに 一応 の成 功 を収 めた

とい え よ う。彼 の議 論 は,ハ リ ン トンと同 時 代 の 共和 主義 者 た ちが ,そ の 思 想

的 中核 部 分 に,統 治組 織 論 と宗 教 性 との 特 異 な結 合 を も って い た とい う こ と を

説 得 的 に説 明 した 。.それ だ けで は な く,ウ ォー デ ン はデ 「自然 ・本 性 に お け る

[神 の]足 跡footstepsinnaturc」 を学 び取 る こ とを 通 して完 全 な統 治 を 実 現

す る 方法 をわ れ わ れ に教 え る こ とが 出 来 る 「人 間 の深 慮 」 に触 れ なが ら,人 間

の制 度 設 計 指 向 と神 と の影 響 関 係 を も示 唆 した 。換 言 す れ ば,こ の ウ ォー デ ン

45)、Vorden.」Harrin8to61andαe47卍 ゴ、P.85.

46)Wo■den,」Eng1…5hRe1コublicaltL5且1⊥',P.472 .

47)ibid

4δ)fδ ご昆、P.474.

49)17世 紀 イ ン グ ラ ン ド史 を 理 解 す る た め に は 宗 教 思 想 の 文 脈 の 分 析 が 不 明.欠 で あ る と い う ウ ォ ー

デ ン の 強 調 は.例 え ば 、以 下 の 諸 論 文 か ら も看 取 で き る 。BlaiTWorden ,E'roleratiollandLheCmm.

weUi呂npmteじtaste』hW.J.Shiels巳d.,髭r5ど 傭1研 αη4710'6r躍 如 准'曲 磁 榔 加fノ 卍κπ ゐ ゐ～5'oり ・

(Oxford,1984}、pp.199-233い4脚 己.,Olives⊂:,o.,,ellandthesinofAchad、inDerekBeales&

GeoffτeyB6τeds、,H痔'σ り ㌧5の8ごy``鳳4fゐ8C翫`r曲 部(CambrLdge ,1985>,pp.1Z3-145こ'漉 η置..
'P

mvidence訓ndPOliτiCSinCrOmwellia【lEngland',Pα 砿&月 郡 β'擢,109(1985),55-99.
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の 試 み は,制 度 主義 者 と して のハ リン トンの 側 面 と古 典 的 共和 主 義 的 人 間観 と

が併 存 し,か つ矛 盾 しない とい う こ と を示 す こ とで あ っ た。 これ に よ っ て,同

時 代 の 文脈 にお ける ハ リ ン トンの お お まか な位 置 が,神 の絶 対 性 と人 聞 の理 性

的 な力 の 双 方 を 強調 す る思 想 家 の中 にあ る こ とが 明 らか とな っ た。

しか し,ポ ー コ ッ クの解 釈 に対 す る批 判 者 た ち,特 に ス コ ッ トや レ イが 問 題

祝 す る古 典 的 共和 主 義 と近 世 共 和 主 義 の 分 別 に関す る議 論 や,そ の議 論 の前 提

で あ る マ キ ャ ヴ ェ ッ リ とハ リ ン トン との 関 係 に 関 す る議 論 は 、 ウ ォー デ ンに

よ って は触 れ られ な い。 つ ま り,ウ ォー デ ンに とっ て は,ハ リ ン トンや そ の 同

時 代 共和 主義 者 た ち は,〈 古 貞 的〉 か く近 世 〉 か とい う歴 史 的 区 分 よ りも,「.イ

ン グ ラ ン ド共 和 主 義 」 と して 概 括 され るべ き対 象 な ので あ る陣。 した が っ て.

ハ リン トンの 思 想 に お け る統 治 組 織 論 と宗 教性 の特 異 な連 関 の存 在 を明 確 化 す

る こ と には 成功 した とい え るが,な ぜ ハ リ ン ト ンだ けが 制 度 設 計 思 考 を 同時 代

共 和 主義 者 の 中 で顕 著 に有 して い た の か とい うポ ー コ ッ ク批 判 者 が 問題 視 す る

点 に関 して,十 全 な反 論 を して い る と は言 い 難 い 。

本 節 で 収 り上 げ た ポ ー コ ッ クの ハ リ ン トン解 釈 の継 承 者 の議 論 は,基 本 的 に

は ポー コ ッ クの議 論 の枠 組 み を踏 ま え て展 開 さ れ て い た の で,〈 世 俗 的 に表 明

され た 宗 教性 〉 とい うポー コ ックの概 念 化 そ の もの を 全面 的 に 問 い直 す 議 論 は

お こな わ れ て い ないDゴ ー ル デ.イや 福 田 ぽ,ポ ー コ ックに よ る こ の概 念 化 に全

面 的 に依 拠 して,さ らに 限定 的 な論 点 を扱 うの で,そ の概 念化 そ の もの を疑 問

視 す る ポー コ ック批 判 者 の 問 いか け に は充 分 答 える もの とは な って い な い。

これ に対 して,ウ ォー デ ン とコ ッ トンは,同 時 代 に お け る ハ リ ン トンの思 想

の評 価 の欠 如 とい う ポー コ ッ ク批 判 に応 え,同 時代 に お け る ハ リ ン トンの 占 め

る位 置 を明 らか に し ょ う と努 め た。 ウ ォー デ ン は,特 に.ポ ー コ ックが 問題 と

した くハ リ ン トンに お け る統 治 組 織 論 と宗 教 性 の 特 異 な連 関〉.を検 討 課 題 と し

50)旦450年 か ら1700ま での ヨーロ ッパ政治思想 を概 観す る著作 において,ウ ォーデ ンが 「古典

的」 あ石いは 「近世共和.L義 」 ではな く,あ くまで も 「イング ラン ド共和 主義」 とい う表題 の丁

に寄稿 しているのば示唆 的である(Warden,Eng臨hRe叫bh畷mism層.).
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て受け止め,(聖 俗的に表明された宗教性〉 とい うポーコックの議論の枠組み

を 補 強 す る積 極 的 な 分析 を試 み た 。 また コ ッ トンは
,ハ リ ン トンの宗 教 性 を め

ぐる ポ ー コ ックの議 論 の弱 点 を補 強 す る こ とを試 み ,ハ リ ン トン とヴ ェ イ ンな

どの 同 時 代 人 との対 立 点 が ,「 シ ヴ.イッ クな 宗教 と個 人 的 な宗 教 」 に あ った と

い う興 味 深 い 結 論 を示 した 。 と ころ が,コ ッ トンや ウ ォー デ ンの解 釈 も また ,

(世 俗 的 に 表 明 さ れ た 宗教 性 〉 とい う ポ ー コ ッ クの 概 念 化 に 対 す る 疑 問 や
,

「同 時 代 共和 主義 者 の 中 で,な ぜ ハ リ ン トンだ けが制 度 設 計 思 考 を顕 著 に有 し

て い た の か」 とい うポ ー コ ック批判 者 の 異議 に充 分 に応 え てい る とは言 えな い
。

IVお わ り に

本 稿 で は,ハ リ ン トン研 究 の 進 展 の た め に,最 も体 系 的 か つ 網 羅 的 で あ る

ジ ョン ・ボ ー コ ックの解 釈 の枠 組 み ,と りわ け,ハ.リ ン トンの思 想 にお け る統

治組 織 論 と宗 教 性 との特 異 な 連 関 を把 握 す る た め に用 い た
,〈 世 俗 的 に 表 明 さ

れ た 宗 教 性 〉 とい う概 念 化 によ って 残 さ れ た課 題 を.明らか にす る こ とを 目的 と

した 。 そ して そ の 課 題 が ,ハ ワ ン トンの思 想 を同 時代 共和 電義 者 との 関 係で 分

析 す る こ とで あ る こ とを 明確 化 した 。

別 稿 で の整 理 を 踏 ま え て,第 聯 で は,こ の ポ ー コ 。ク のハ リ ン トン解 釈 に

対 す る批 判 的 見 解 を扱 った 。批 判著 た ち は,様 々 な論 点 を提 起 しな が ら も,一

様 に.〈 世 俗 的 に表 明 され た 宗 教 性 〉 とい うポ ー コ ッ クの概 念 化 に対 して.異論

を唱 えて い る。特 に ス コ ッ トは ,同 時 代 共 和 主 義 者 との 関係 に つ い て,ハ リ ン

トンだ け が ホ ッブ ズ 主 義 ,制 度 主 義,「 形 式 主 義 」 とい う特 徴 を も って い る こ

とを指 摘 しな が ら ,ハ リ ン トン は,ポ ー コ ックが解 釈 す る よ うな 「卓 越 した 」

存 在 で は な く,「 例 外 的存 在 」 で あ る とい う異 な る解 釈 を提 出 した
。

これ に対 して,第 田節 で は、 基 本 的 に は ポー コ ックの枠 組 み の なか で の解 釈

を 目指 す 継 承 者 の議 論 を分 析 した。 ウ ォー デ ンに よ る同 時代 共和 主 義 者 の 中で

の ハ リン トンの位 置 づ けや,コ ッ トンに よ る 「シ ヴ ィ ックな宗 教 と個 人 的 な宗

教 」 との 同時 代 に お け る対 立 の 存 在 の 指 摘 な どの 興味 深 い解 釈 が 示 され た と は
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い え,ボ ー コ ック批 判 者 が提 起 した く世 俗 的 に表 明 され た 宗教 性〉 とい う概 念

化 に対 す る批 判 に,継 承 者 の議 論 が 充分 に応 え る議論 を展 開.して い る と はい え

な い とい う こ とが 明 らか とな った 。

別 項 や 本稿 で分 析 したハ リ ン ドン研 究 史 を 踏 ま え て,残 され た課 題 を指 摘 し

た い 。 まず 強 調 す べ き こ とは,ハ リ ン トンの 思 想 に お け る統 治組 織 論 と宗教 性

と の特 異 な 連 関 を,〈 世 俗 的 に 表 明 され た宗 教 性 〉 と して 概 念 化 した ポ ー コ フ

ク の研 究 視 角 は依 然 として 有効 な認 識 図式 で あ るこ とで あ る。 ポー コ ック は,

古 典古 代 か らル ネ ッサ ンスを経 た 共和 主 義 とい う外 来 の思 想 が,イ ン グラ ン ド

とい う特異 な 「世俗 性 」 を もつ 異 な る環 境 の な かで,既 存 の思 考 の枠 組 み と ど

の よ う に融 合(単 陰 る思 想 の受 容 で は ない)し てい った のか とい うテ ー マ の代

表 人物 と してハ リン トンを解 釈 した。 そ して,古 典 的 共和 主 義 の 言説 が17世 紀

イ ング ラ ン ドの 千 年 王 国 主義 の 時 間認 識 と融 合 した 過 程 を描 写 す るた め に必 要

な 概 念 化 を 施 した。 そ れ が,宗 教 性 の 発 現 形 態 と して統 治 組 織 論 を 把 握 す る

く世俗 的 に 表 明 され た宗 教 性 〉 で あ った 。

しか し,批 判 者 の議 論 が明 らか に し た よ う に,〈 世 俗 的 に表 明 され た 宗 教 性 〉

とい う ボー コ ・ノクの 概念 化 は,ハ リ ア トンの同 時 代 にお ける 位置 づ け,と りわ

け 同時 代 共 和 主 義 者 との 関係 を説 明す る際 に は,い くつ か の 問 題 点 を 抱 え て い

る こ と も事 実 で あ る 。特 に,ポ ー コ ック は,.「選 ば れ た 国 家 」 の 構 成 員 の 資 質

とい う視点 か ら.ハ リ ン トン とヴ ェ イ ン,あ る い は ミル トン とを峻 別 し.そ の

違 い を古典 的 共和 主 義 者 と しての ハ リ ン トンの 「卓 越性 」 を 示す もの と解 釈 し

た 。 ポ ー コ ック同様 に,ハ リ ン トン と ヴェ イ ン との 関係 を分 析 した コ ッ トンは,

両 者 の対 立 の存 在 を ポー コ ック同様 に認 め る ものの,そ の 対 立 点 を人 聞 の 行 為

を積 極 的 に方 向づ け る 「シ ヴ ィ ックな 」宗 教 性(ハ リ ン ∫ン)と 「個 人 的 な」

そ れ(ヴ ェイ ン)と の 間 に.見る。 これ に対 して,ス コ ッ トもまた,ハ リ ン トン

と同 時代 共和 主 義者 との相 違 を認 め る もの の,そ の 対立 は,ポ ー コ ックが 解 釈

した よ うな ハ リン トンの 「卓 越 性 」 の故 で は ない.ス コ ・ソトに よれ ば.両 者 の

関係 は,制 度 ・形 式 を 忌避 す る 反 形式 主義 を共 有 す る同 時代 共和 主 義 者 に対 す
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る 「例外 的存 在」 と して の ハ リ ン トンの 立場 を示 唆 して い るの で あ る
。 しか し,

い ず れ の論 点 を検 証 す る に して も,ど ん な意 味で あれ,対 照 的 に把 握 され て き

た ハ リ ン トシ とヴ ェ イ ンとの共 通点 と相 違点 とを共 に分 析 す る こ とが 中 心 と な

る。

こ の課 題 を扱 う際 に留 意 す るべ き こ とは,ウ ォーデ ンが 先 鞭 を付 けた よ う に,

17世 記 イ ン グ ラ ン ドの 共和 主 義 者 の 共 通 性 と同時 に相 違 点 を も確 認 しな が ら
,

そ の 中 で の ハ リ ン トンの特 質 を確 定 す る とい う視 角 で あ る 。 そ れ は,ハ リ ン ト

ンの 同時 代 に お け る共 和 主 義 とは何 か とい う問 を 意識 しな が ら
,伝 統 的 に共 和

主義 者 と呼 ば れて きた ハ リ ン トンとそ の 同 時 代 人 の 関係 を探 る ことで ム あ る
.

研 究 史 を振 り返 れ ば,ハ リン トン,ミ ル トン,そ して ヴ ェ イ ンは,い くつ か

の共 通 項 の存 在 か ら広 義 の 共和 主義 者 と して伝 統 的 に分 類 され て きた
。 しか し

同 時 に,ヴ ェ イ ンあ る い は シ ドニ ー を 「宗 教 的 狂 信 派 」,あ る い は 「ピ ュー リ

タ ン.」と して 共 和 主 義 者か ら除 外 す る解 釈 も存 在 して きた 叫、,この対 立 す る 解

釈 の 併存 は 、17世 紀 イ ング ラン ド共 和 主 義 を どの よ う に定 義す るの か と い う難

問 に 対す る解 釈 の相 違 に.起因す る。 そ こで ウ ォー デ ンは,ハ リ ン トンの 時 代 の

共和 主義 を定 義 す る こ との 困難 を指 摘 し,緩 やか な定 義 を採 用 す る こ と を勧 め

て い る}㍉ ウ ォー デ ンに よれ ば,第 一 に,自 らが 政 治腐 敗 の 時代 に い る とい う

確 信,第 二 に,古 典古 代 の 政治 的実 践 を参 照 す る こ と に よ り同 家 の指 導 者 が イ

ン グ ラ ン ドを 「浄 化」.「 改 革」 す る ことが で きる とい う確 信,第 三 に,自 山 と

徳 の 回.復の 前提 条 件 と して 共和 キ義 的統 治 機構 が 不 可 欠 で あ る と見 なす 点
,第

四 に,自 由 と徳 とが密 接 に 関連 し鷹 ・る こ.との必 要性 第五 に.自 由 と徳 の 問

題 が 個 人 的利 益 の 公 共 善へ の従 属 と結 びつ く と した点 が17世 紀 イ ン グラ ン ド共

.,1)シ ドニーを共和主義者 として同時代の文脈に位置づけようとするのは
,既 に言及したスコット

の業 績であ る(Jmh・nI・ ・S…t,A禦 一5'4卿 ・・'・曲 ・ム,、8鋤Rψ、湘 。1,遡一1677

〔C己mhhdg・・1988)・漉'・… 晦 一 ∫～蜘 ・〃4R・伽 蜘… 楓1677-1683(Lamb,idge ,
1991)).、

52)W・ ・do・'Ma・chamon・N・dh・・一 】F・gli・hR・publi。、mi、m.r
,1、、46.イングラ・ドに限定され

ているわけではないが.共和主義全般の研究動向の紹介として有益なものは,佐々木武,「「近世共
和主義1一 『君主のいる共和国』について 」,『岩疲講座世界歴史16主 権国まと啓蒙』,
岩波書店,1999年、223.246ページ、である。
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和 主 義 者 の 共 通 項で あ る。

とこ ろが.ポ ー コ ック批 判 者 の議 論 の検 討 か ら,統 治組 織 論 に位 置づ け に 関

す る解 釈 の 相 違 が ハ リ ン トン解 釈 の争 点 とな っ てい る こ とが明 らか に な った 。

そ こで ウ ォー デ ンの 指摘 した 第二 と第 三 の共 通 項 は,暫 定 的 に 次 の よ う に読 み

替 え られ るべ きで あ る と考 え る。 第二 の共 通 項 は,統 治組 織論 を含 む古 典古 代

の政 治 的実 践 を参 照 す る こ と に よ り国 家 の指 導 者 が イ ング ラ ン ドを改 革 す る こ

とが で きる とい う確 信 とす べ きで あ り,.第 三 の そ れ は,自 由 と徳 の 回復 の前 提

条 件 と して 共和 主義 的統 治 機 構 が あ る種 の 役割 を果 た す(「 不 可 欠 」 とい う レ

ベ ルで はな く)と さ れ るべ きで あ る。 した が って,こ の緩 や か な定 義 を 跨 ま え

て,ハ リン トンの 思想 に お け る統 治 組 織 論 と宗 教 性 の 特異 な連 関 の 分析 は,同

時 代 の 共 和 主義 者 た ち,特 に ポ ー コ7ク に よ って 対 立 の 側 面 の み が 強調 さ れ た

ヴ ェイ ン との共 通 項 と相 違 点 とを 共 に把 握 レなが ら,そ の 特 徴 を 明 確 化 す る こ

と に留 意す る必 要が あ る,、

また そ の 作業 を通 して こぞ,ハ リン トンだ け 演制 度 的 取 決 め に議 論 を集 中 さ

せ てい った 理 由 を探 るべ きだ とい うポ ー コ ック批判 者 の 問い 掛 け に も充 分 応 え

る こ とが で き る よ う に思 われ る。(完)

*本 稿 は平成13年 度科学研 究費補助金 による研究成果の一部 である.


